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定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について 

 

令和元年(２０１９年)６月２０日付け監査報告第１２号により提出のありま

した定期監査の結果に関する報告書において、制度的な検討が必要な事項とし

て意見のありました事項について、別添のとおり改善措置を講じましたので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により通知

します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

定期監査の結果に基づき講じた改善措置 

                 

都市整備部市街地開発課 

   

[意見] 

（１）下関駅自由通路自家用電気工作物保安管理業務の委託契約を、一者選

定の随意契約により締結しているが、一者を選定した理由が明確でないと

思料された。 

当該委託契約に係る高圧受電設備はＪＲ下関駅構内に所在するため、保

安業務に際しては確実に業務を実施すると共に事故及び災害等が発生した

場合は、休日・夜間等を含め特に迅速な対応を要求されることから、その

性質が競争入札に適しないとして地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第２号を適用し、一者選定による随意契約（以下「一者随契」という。）

を行っている。相手方を選定するにあたっては、「中国四国産業保安監督

部が電気保安法人として要件を確認済である旨を公表している業者」で「下

関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿（電気設備保全管理）に登載さ

れ市内に営業所のある業者」である２業者のうちから、本市公共施設にお

ける受託実績を多数有し、これらを確実に履行し、常時迅速な対応が可能

であることを理由に、一者を選定した。 

下関市随意契約ガイドラインでは、同号の規定を適用する場合において

は、「その他の業者の参加機会を不当に排除していないか」、「競争の原

理が働かずに不利な条件での契約が強いられないか」を慎重に検討し、確

認事項を明確にするなど、「透明性」を確保する必要がある旨定められて

いる。また、選定されなかったもう一方の業者は、他課において、当該設

備よりも電気性能の高い施設の受託実績を有しており、同号の規定を適用

し一者随契を行う上で理由が十分明らかにされているとは言い難い。疑義

が生じることのないよう、事務処理の見直しなど検討されたい。 

なお、平成３１年３月４日付け下契第１８６号下関市業務委託入札契約

事務審査委員会委員長通知において、当該業務の一者随契について注意喚



起がなされている。今後の契約において留意されたい。 

（改善措置状況） 

令和２年度の契約は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号を

適用し、電気保安法人で本市の登録業者であり、かつ、市内に営業所があ

る業者２者との見積合せを行い業者の決定を行った。 

  

 


